
1 会 期 令和５年６月１日（木）～６月1２日（月） １２日間

2 議 案 等 報告 ４件

議案 １３件

発議 2件

3 一 般 質 問 令和５年６月７日（水）　５名

4 請 願 ・ 陳 情 請願書 １件

陳情書 １件

◎ 議案等の審議及び概要は次のとおりです。

【報告第２号】

（原案承認）

【報告第３号】

（原案承認）

【報告第４号】

（報告）

【報告第５号】

（報告）

【議案第２５号】

（原案可決）

【議案第２６号】

（原案可決）

泉崎村振興計画審議会条例の一部を改正する条例

◇泉崎村総合振興計画の策定について、附属機関となる泉崎村振興計画審議会の庶
務等の処理担当課を総務課に改めるものです。

令和５年第２回（６月）泉崎村議会定例会報告書

専決処分の承認を求めることについて（令和５年度泉崎村一般会計補正予算
（第１号））

専決処分の承認を求めることについて（泉崎村税条例の一部を改正する条例）

◇令和５年度国の税制改革により地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律
第１号）が令和５年３月３１日に公布され、令和５年４月１日から施行されることに伴い、
令和５年度以降の村税賦課に対応するため、泉崎村税条例の一部改正を早急に行
い、地方税法の一部改正に準じて泉崎村税条例の所要の改正を地方自治法第１７９
条第１項の規定により専決処分したので、これを報告し議会の承認を求めるものです。

白河地方土地開発公社経営状況報告について

◇地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、泉崎村が５５万円出資している白
河地方土地開発公社の事業及び決算について、報告するものです。

◇物価高騰に対する生活支援のために行う、住民税非課税世帯へ１世帯あたり３万円
を給付する子育て世帯等臨時特別給付金事業、並びに低所得の子育て世帯に児童１
人あたり５万円を給付する子育て世帯生活支援特別給付金事業について、速やかな
給付を行うにあたり早急に予算措置が必要となったため。

令和４年度泉崎村繰越明許費繰越計算書

◇地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和４年度において繰越明許を
設定した一般会計１０事業について繰越計算書を報告するものです。

泉崎村国民健康保険税条例の一部を改正する条例

◇政令の一部改正に準じた賦課限度額及び軽減判定所得の引き上げを行う改正によ
り、泉崎村国民健康保険税条例の一部を改正するものです。



【議案第２７号】

（原案可決）

【議案第２８号】

（原案可決）

【議案第２９号】

（原案可決）

【議案第30～37号】

（原案同意）

泉崎村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

◇電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一
部改正に伴い、多機能端末機による印鑑登録証明書の交付に際し、移動端末設備に
よる交付を可能とするため、条例の一部を改正するものです。

泉崎村農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

令和５年度泉崎村介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和５年度泉崎村一般会計補正予算（第２号）

◇歳入歳出それぞれ30,083千円を増額し、予算総額を歳入歳出それぞれ3,658,119千
円とするものです。

◇歳入歳出それぞれ4,738千円を増額し、予算総額を歳入歳出それぞれ677,633千円
とするものです。

　　議案第３７号では、関和久字梨木平４８番地　　 　穂積正徳氏

◇泉崎村農業委員会委員の任期満了に伴い、泉崎村農業委員会委員としての任命に
ついて、議会の同意を求めるものです。

　　議案第３０号では、関和久字瀬知房後３３番地　 　佐川ヒロ子氏

　　議案第３１号では、泉崎字外ノ入１９番地　　　 　　有賀路夫氏

　　議案第３２号では、太田川字居平４４番地　　  　　大森秀樹氏

　　議案第３３号では、泉崎字愛宕山３１番地３　　　　和泉輝代氏

　　議案第３６号では、泉崎字上長峰２番地４４　　　　大野厚海氏

　　議案第３６号では、踏瀬字大山５２番地２　　　　　 箭内一美氏

　　議案第３７号では、北平山字堂ノ下４番地　　　 　菊地信治氏



◎ 発　　　議

【発議第３号】

（原案可決） 提出者：経済文教常任委員長

【発議第４号】

（原案可決） 提出者：総務厚生常任委員会

◎ 請 願 書

受理№　1

（採択）

◎ 陳 情 書

受理№　２

（採択）

（以上）

提出者：福島県教職員組合
　　　　　　中央執行委員長　瀬戸禎子

提出者：日本労働組合総連合会福島県連合会
　　　　　　白河地区連合会　議長　藤田隆司

地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について

地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について

※採択されました請願及び陳情は、議員発議により議会に提案され、可決後、意見書
として国、県等の関係機関へ積極的に働きかけを行うものです。

「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒の十分な就学支援を求め
る意見書の提出について

「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒の十分な就学支援を求め
る意見書の提出について


